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警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ソ
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

一
〇
八

（
八
三
八
）

警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ

続
・
明
治

●

グ
ロ
ー
ス

法
制
史
料
雑
纂
（
三
）

手

塚

豊

　
明
治
維
新
後
の
わ
が
国
警
察
制
度
の
創
設
に
、
不
朽
の
功
績
を
の
こ
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
初
代
大
警
視
川
路
利
良
で
あ
つ
た
。
警
視
庁
の
設
置
、
警
察
行
政
の
整

備
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
の
分
離
、
消
防
行
政
、
交
通
、
水
上
警
察
の
確

立
、
風
俗
営
業
の
取
締
、
監
獄
制
度
の
刷
新
な
ど
、
彼
の
献
策
に
よ
つ
て
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
た
警
察
制
度
の
改
革
は
、
き
わ
め
て
多
方
面
に
わ
た
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

制
度
は
、
川
路
が
欧
州
出
張
に
よ
る
直
接
の
見
聞
を
基
礎
に
し
て
立
案
し
た
も

の
が
多
い
が
、
一
方
、
彼
は
在
留
外
人
中
か
ら
適
任
者
を
招
聰
し
て
新
制
度
運

用
の
顧
問
と
し
、
ま
た
、
警
察
官
の
教
育
に
も
当
ら
せ
た
の
で
あ
る
．
裁
判
医

学
教
師
の
ド
イ
ッ
人
デ
ー
ニ
ッ
ツ
（
≦
酵
巴
9
U
8
巳
訂
）
（
明
治
八
年
十
二
月
1

　
　
　
（
3
）

十
二
年
二
月
）
、
裁
判
医
学
予
科
教
授
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
人
セ
レ
ス
ニ
ー
（
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

語
不
明
）
（
明
治
九
年
三
月
i
十
一
年
三
月
）
、
警
察
顧
問
の
フ
ラ
ン
ス
人
ガ
ン
ベ
・

グ
ロ
ー
ス
（
O
即
目
げ
9
0
3
器
）
（
明
治
九
年
五
月
－
十
四
年
十
一
月
）
等
が
そ
れ
で

あ
つ
た
。
殊
に
、
グ
ロ
ー
ス
は
警
察
行
政
全
般
の
顧
問
と
し
て
、
約
五
力
年
半

に
わ
た
り
警
視
庁
、
警
視
局
に
勤
務
し
た
御
雇
外
人
で
あ
り
、
後
年
、
日
本
政

府
に
招
聰
さ
れ
、
わ
が
警
察
界
に
多
く
の
貢
献
を
し
た
プ
ロ
シ
ヤ
警
察
大
尉
ウ

イ
ル
ヘ
ル
ム
・
へ
ー
ソ
（
ミ
導
①
ぎ
目
8
冒
）
の
先
縦
と
し
て
注
目
す
べ
き
人
物

で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
明
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
る
．
重
久
篤
太
郎
、
天
野
敬
太
郎
編
「
明
治
文
化
関
係
欧
米
人
名
録
」
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
は
大
日
本
文
明
協
会
編
「
明
治
文
化
に
寄
与
せ
る
欧
米
人
の
略
歴
」
に
も
、

彼
の
名
は
洩
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
た
め
か
、
天
野
敬
太
郎
編
「
幕
末
明
治
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

来
朝
欧
米
人
に
関
す
る
文
献
一
覧
」
を
み
て
も
、
彼
に
関
す
る
研
究
、
紹
介
の

業
績
は
見
出
し
え
な
い
。
も
つ
と
も
、
明
治
法
制
史
関
係
の
著
書
そ
の
他
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
は
、
彼
の
名
を
あ
げ
て
簡
単
な
説
明
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
他
方
、

日
本
警
察
史
の
概
説
書
に
お
い
て
す
ら
、
彼
の
名
を
全
く
逸
し
て
い
る
も
の
も

　（9

）

あ
る
。

　
彼
の
事
蹟
が
ま
と
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
終

戦
後
、
警
視
庁
か
ら
出
版
さ
れ
た
「
警
視
庁
史
・
明
治
編
」
が
最
初
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

同
書
に
は
「
仏
人
ガ
ン
ベ
ッ
タ
・
グ
・
i
ス
顧
問
と
な
る
」
と
い
う
項
目
を
掲

げ
、
西
南
戦
争
の
最
中
に
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
の
講
義
を
行
つ
た
こ
と
を

中
心
に
、
二
頁
余
の
記
述
が
あ
る
．
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
後
に
述
べ
る
刑
法

講
義
の
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
勤
務
期
間
、
死
亡
年
月
日
な
ど
も
明
記
さ
れ
て

い
な
い
。
　
「
警
視
庁
史
」
が
、
彼
を
と
り
あ
げ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
し
て
は
宴
に
不
十
分
な
記
事
で
あ
る
。

　
私
は
、
本
稿
で
、
こ
れ
ま
で
に
知
り
え
た
史
料
ー
そ
れ
は
、
私
の
渉
猟
不

足
か
ら
甚
だ
貧
弱
な
も
の
で
は
あ
る
が
ー
に
も
と
づ
き
、
彼
の
事
蹟
を
た
ど

つ
て
み
た
い
と
思
う
。

○

　
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス
が
日
本
に
来
朝
し
た
の
は
、
明
治
六
年
四
月
（
き
鰍
七
）
で

あ
る
。
一
八
二
〇
年
の
生
れ
で
あ
る
か
ら
、
当
時
す
で
に
五
十
歳
を
す
ぎ
て
い

た
。
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
は
、
判
事
あ
る
い
は
警
察
官
吏
を
歴
任
し
て
い
た
が
、

帝
政
派
で
あ
つ
た
彼
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
政
治
状
勢
に
不
満
を
も
ち
、
海
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

移
住
を
決
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
横
浜
に
居
住
し
て
代
言
人
を
開
業
し
た
彼
は
、
明
治
八
年
四
月
、
警
視
庁
の

委
嘱
を
う
け
て
英
国
領
事
裁
判
事
件
を
担
当
し
た
．
こ
れ
は
同
月
十
三
日
、
工

部
省
製
作
寮
御
雇
外
人
マ
ル
チ
バ
ラ
・
キ
ン
グ
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
が
、
日
本

人
少
女
を
暴
行
し
た
事
件
で
、
警
視
庁
は
グ
・
！
ス
を
代
言
人
と
L
て
英
国
領

事
館
へ
出
訴
し
た
の
で
あ
る
。
被
告
側
は
無
罪
を
主
張
し
困
難
な
事
件
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

た
が
．
グ
ロ
ー
ス
の
努
力
で
日
本
側
の
勝
訴
に
な
つ
た
。
彼
が
大
警
視
川
路
利

良
の
知
遇
を
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
事
件
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
明
治
九
年
五
月
十
日
、
彼
は
警
視
庁
の
顧
問
に
招
聰
さ
れ
た
。
月
俸
三
百
円

宿
料
五
十
円
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
川
路
大
警
視
の
俸
給
に
匹
敵
す
る
高
給
で

　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
つ
た
。
当
時
警
視
庁
六
等
出
仕
で
あ
つ
た
佐
和
正
の
回
顧
談
に
よ
る
と
　
こ

の
登
用
は
司
法
省
御
雇
外
人
と
し
て
著
名
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
9
ω
。
ぎ
彊
留
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
グ
ロ
ー
ス
と
親
交
が
あ
り
、

後
掲
碑
文
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
（
薄
阿
項
掌
得
）
が
、
日
頃
、
彼
に
つ
い
て

「
東
来
仏
人
可
与
談
者
独
有
君
焉
耳
」
と
語
つ
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。

　
東
京
警
視
庁
は
、
明
治
七
年
一
月
十
五
日
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
川
路
の
建
白
書
に
も
と
づ
き
、
　
フ
ラ
ン
ス
の
寄
民
8
葺
冨
留
℃
＆
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
制
に
敏
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
川
路
が
フ
ラ
ン
ス
人
を
顧
問
に
む
か
え
た

の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
も
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

　
グ
ロ
ー
ス
が
警
視
庁
に
入
つ
た
の
は
、
そ
の
開
設
後
約
二
年
、
あ
た
か
も
川

路
が
警
察
制
度
の
整
備
、
充
実
に
、
才
腕
を
ふ
る
い
つ
つ
あ
る
絶
頂
期
で
あ
つ

た
．
当
時
お
こ
な
わ
れ
た
諸
改
革
の
蔭
に
は
、
か
な
ら
ず
や
彼
の
助
力
が
あ
つ

た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
確
証
は
ほ
と
ん
ど
の
こ
つ
て
い
な

い
。
例
え
ば
、
明
治
九
年
、
行
政
警
視
事
務
を
東
京
府
か
ら
警
視
庁
へ
移
す
問

題
で
、
両
者
間
に
紛
争
を
生
じ
た
際
、
川
路
大
警
視
は
「
警
視
庁
権
限
追
加
案
」

を
参
議
伊
藤
博
文
に
提
出
し
た
が
、
同
文
書
に
は
「
仏
国
巴
里
府
警
視
の
沿
革

並
に
実
況
」
と
題
す
る
調
査
書
が
、
参
考
資
料
と
し
て
添
え
ら
れ
て
い
た
と
い

（
1
7
）う

。
こ
の
調
査
書
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
グ
ロ
ー
ス
が
関
係
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
証
拠
は
の
こ
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
明
治
十
年
一
月
十
一
日
、
東
京
警
視
庁
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
事
務
は
あ
ら
た

に
設
け
ら
れ
た
内
務
省
警
視
局
へ
移
さ
れ
た
（
駄
轍
囎
肺
）
。
警
視
局
の
長
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
八
三
九
）



　
　
　
警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
・
ー
ス

大
警
視
は
「
全
国
行
政
警
察
並
監
獄
ノ
施
設
ヲ
監
視
シ
其
事
務
ヲ
幹
理
」

（
綱
鮮
景
塑
評
砒
飾
軸
脇
）
し
た
。
同
時
に
東
京
府
下
の
警
察
事
務
も
「
直
管
」
し

た
（
胴
牟
断
棚
針
㌫
）
。
こ
の
状
態
は
十
四
年
一
月
十
四
日
、
警
視
庁
が
復
置
さ
れ

る
ま
で
つ
づ
い
た
。
川
路
は
警
視
局
に
な
つ
て
か
ら
も
相
変
ら
ず
大
警
視
の
職

に
あ
つ
た
が
、
十
二
年
十
月
十
三
日
に
逝
去
し
た
。
後
任
大
警
視
は
陸
軍
中
将

大
山
巌
で
あ
る
。
な
お
復
置
さ
れ
た
警
視
庁
の
長
官
は
、
は
じ
め
て
警
視
総
監

と
称
さ
れ
（
掛
詔
脾
垂
凋
新
襯
茄
靹
脇
省
）
、
樺
山
資
紀
が
任
命
さ
れ
た
。

　
グ
ロ
ー
ス
の
雇
用
期
限
は
、
最
初
一
力
年
で
あ
つ
た
が
、
毎
年
更
新
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

十
四
年
五
月
に
は
半
力
年
延
長
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
東
京
警
視
庁
、
警
視

局
、
警
視
庁
と
官
制
は
変
更
し
て
も
、
彼
の
雇
用
は
変
ら
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
殊
に
、
川
路
大
警
視
の
逝
去
後
も
、
ひ
き
つ
づ
き
在
職
し
た
こ
と
は
、
彼

が
庁
内
に
お
い
て
い
か
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

○

　
グ
ロ
ー
ス
の
警
察
部
内
に
お
け
る
功
績
と
し
て
、
確
実
に
判
明
し
て
い
る
も

の
は
、
警
察
官
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
お
よ
び
刑
法
の
講
義
で
あ
る
。
治

罪
法
講
義
は
、
明
治
九
年
十
月
十
二
日
か
ら
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
開
講
の
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を
、
　
「
警
視
庁
史
稿
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
大
警
視
川
路
利
良
、
本
邦
治
罪
法
未
タ
備
ハ
ラ
ス
、
動
モ
ス
レ
ハ
濫
二
家

　
宅
二
侵
入
シ
、
人
権
ノ
自
由
ヲ
貌
視
シ
テ
、
悟
然
怪
マ
サ
ル
ノ
軽
挙
ア
ル
ヲ

　
痛
慨
シ
、
此
弊
習
ヲ
洗
除
セ
ン
ト
欲
ス
。
此
時
、
司
法
省
中
二
治
罪
法
ノ
講

　
義
ヲ
開
設
ス
ト
聞
キ
、
特
二
庁
員
二
命
シ
就
テ
之
ヲ
研
究
セ
シ
ム
。
本
庁

　
「
グ
ロ
ー
ス
」
ヲ
雇
聰
ス
ル
ニ
及
ヒ
、
之
ヲ
シ
テ
仏
国
治
罪
法
ヲ
講
セ
シ
メ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
八
四
〇
）

　
僚
属
岡
田
豊
、
中
村
与
八
ヲ
シ
テ
之
ヲ
筆
記
セ
シ
ム
。
（
駒
磁
蹴
弥
手
塚
）

　
司
法
省
の
治
罪
法
講
義
と
い
5
の
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
り
行
わ
れ
た
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

ラ
ン
ス
治
罪
法
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
、
岡
田
は
警
視
庁
九
等
出
仕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

中
村
は
十
三
等
出
仕
で
あ
つ
た
。
通
訳
は
別
人
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明

ら
か
で
な
い
。
因
み
に
、
中
村
は
そ
の
後
累
進
し
、
明
治
二
十
六
年
、
官
房
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

二
部
長
と
し
て
「
警
視
庁
史
稿
」
の
執
筆
、
編
纂
に
従
事
し
た
人
で
あ
る
。

　
こ
の
講
義
の
開
講
中
、
西
南
戦
争
が
勃
発
し
た
。
東
京
府
下
の
警
察
官
は
、

警
視
隊
を
編
成
し
て
逐
次
動
員
さ
れ
た
の
で
、
明
治
十
年
四
月
に
は
、
定
員
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

千
名
の
中
、
約
四
千
名
が
残
留
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
川
路
大
警
視
も
三
月
十
九

日
、
陸
軍
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
、
別
働
第
四
旅
団
長
と
し
て
出
征
、
警
視
局
内
は

騒
然
た
る
状
況
に
な
つ
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
ス
の
治
罪
法
講
義
は
、
こ
の
戦

争
中
も
ひ
き
つ
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
前
掲
警
視
庁
史
稿
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
西
南
ノ
役
起
ル
．
人
々
意
ヲ
聴
講
二
留
メ
ス
、
争
ヒ
テ
討
伐
二
従
事
セ
ン

　
ト
欲
シ
、
子
役
ノ
事
ヲ
以
テ
哀
請
ス
ル
者
ア
ル
ニ
至
ル
。
而
シ
テ
岡
田
、
中

　
村
二
氏
モ
亦
以
テ
言
ヲ
為
ス
。
是
二
於
テ
大
警
視
患
然
澤
ハ
ス
シ
テ
日
ク
、

　
卿
等
方
今
国
家
に
尽
ス
ヘ
キ
モ
ノ
頗
ル
多
端
ナ
リ
：
我
政
典
ヲ
シ
テ
欧
州

　
各
国
二
抗
衡
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
最
モ
急
務
ト
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
卿
等
今

　
日
講
得
ス
ル
所
ノ
学
力
ヲ
発
達
シ
、
以
テ
国
家
及
ヒ
本
庁
ノ
資
益
二
充
テ

　
ハ
、
其
戦
闘
二
向
テ
区
々
ノ
カ
ヲ
致
ス
ト
、
其
得
失
大
小
果
シ
テ
奈
何
ン

　
ヤ
。
卿
等
思
ハ
サ
ル
ノ
甚
シ
キ
モ
ノ
ナ
リ
．
吾
レ
一
庁
ノ
長
官
二
任
シ
、
治

　
謀
征
戦
、
講
学
二
違
ア
ラ
ス
ト
難
モ
、
然
ト
モ
一
方
ノ
騒
乱
二
由
テ
此
有
益

　
ナ
ル
講
笹
ヲ
閉
廃
ス
ル
能
ハ
ス
．
卿
等
ニ
シ
テ
此
言
ア
ル
、
実
二
吾
力
失
望



　
ノ
極
ナ
リ
．
旦
論
シ
、
旦
諭
シ
、
其
言
情
懇
摯
ナ
ル
ニ
氏
モ
亦
感
動
シ
テ
肝

　
腸
為
メ
ニ
裂
ケ
ン
ト
ス
。
是
二
於
テ
ニ
氏
自
ラ
特
操
ナ
ク
、
流
俗
ノ
行
為
二

　
敏
ヘ
ル
ヲ
悔
ヒ
、
翻
然
初
志
二
反
リ
、
常
務
ノ
余
間
ハ
修
学
ノ
外
、
復
タ
他

　
念
ナ
ク
　
　
常
ニ
グ
氏
二
陪
坐
シ
、
其
口
授
ス
ル
所
ヲ
筆
記
シ
、
終
二
其
底

　
蔽
ヲ
端
セ
リ
．

　
慶
応
四
年
五
月
、
上
野
の
砲
声
を
聞
き
つ
つ
芝
新
銭
座
の
塾
で
講
義
を
つ
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

け
た
福
沢
諭
吉
の
逸
話
は
、
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
川
路
大
警
視
と
グ

ロ
ー
ス
講
義
の
一
件
も
、
そ
れ
に
類
す
る
佳
話
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
明
治
十
一
年
七
月
八
日
、
全
一
四
六
回
を
以
て
、
治
罪
法
講
義
は
完
了
し

（
26
）た

．
こ
の
講
義
か
ら
ふ
か
い
感
銘
を
う
け
た
庁
員
は
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法

の
解
説
を
熱
望
し
た
。
川
路
大
警
視
は
、
そ
の
向
学
心
を
喜
び
、
同
年
十
二
月

二
十
四
日
よ
り
、
ふ
た
た
び
グ
ロ
ー
ス
を
教
師
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
講

　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

義
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
わ
が
刑
法
と
治
罪
法
は
編
纂
中
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
原
案
は
い
ず
れ
も
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
に
係
る
も
の
で
あ
つ
た
。
法
律
実

務
に
携
る
警
察
官
が
、
そ
れ
ら
の
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
知
識
を
、
い
か

に
渇
望
し
た
か
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
．
こ
の
刑
法
講
義
は
、
前

後
二
一
二
回
、
三
力
年
の
長
期
に
わ
た
つ
て
継
続
し
、
十
四
年
十
一
月
七
日
に

　
　
（
2
9
）

終
了
し
た
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
講
義
筆
記
は
、
警
視
庁
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
　
「
仏
国
治
罪
法

（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

講
義
」
全
三
冊
と
「
仏
国
刑
法
講
義
」
全
三
冊
が
そ
れ
で
あ
る
。
当
初
は
、
数

回
分
の
講
義
を
ま
と
め
た
分
冊
と
し
て
印
刷
さ
れ
、
後
ち
に
三
冊
ず
つ
の
洋
装

本
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

○

　
グ
ロ
ー
ス
の
講
義
は
、
単
に
フ
ラ
ン
ス
法
の
逐
条
解
釈
を
行
う
の
み
で
な

く
、
日
本
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
立
法
が
な
ぜ
必
要
か
を
懇
切
に
説
明
し
て
い

る
個
所
の
あ
る
の
が
め
だ
つ
。
こ
れ
は
、
当
時
か
な
り
多
く
出
版
さ
れ
た
フ
ラ

ン
ス
法
註
釈
書
の
中
に
あ
つ
て
．
異
色
あ
る
点
で
あ
り
、
読
者
に
は
非
常
に
参

考
に
な
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
明
治
十
一
年
三
月
十
二
目
、
第
一
一
六
回
治
罪
法
講
義
に
お
い

て
、
彼
は
陪
審
制
度
の
詳
し
い
解
説
を
行
い
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

（
3
2
）

る
。　

　
西
洋
各
国
二
於
テ
裁
判
上
陪
審
ヲ
用
ヒ
サ
ル
老
ハ
殆
ト
之
ナ
シ
・
　
然
ル

　
ニ
未
開
ノ
国
二
在
テ
ハ
人
民
自
治
ヲ
貴
ハ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
国
民
タ
ル
者
、
其

　
本
分
ノ
権
利
ヲ
モ
舎
テ
問
ハ
ス
．
或
ハ
其
何
物
タ
ル
ヲ
知
ラ
ス
。
故
二
裁
判

　
参
与
ノ
権
即
陪
審
タ
ル
カ
如
キ
モ
、
自
ラ
之
ヲ
喜
ハ
ス
、
却
テ
重
任
不
便
ノ

　
事
ト
ナ
シ
、
因
習
ノ
久
シ
キ
、
遂
二
第
ニ
ノ
天
性
ト
ナ
ル
カ
如
シ
。
故
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
民
タ
ル
者
、
何
事
ニ
ヨ
ラ
ス
、
己
レ
自
ラ
為
ン
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
官
ノ
為
ル
所
ヲ

　
聴
ク
ニ
如
カ
ス
ト
為
シ
、
之
力
政
府
タ
ル
者
モ
、
亦
人
民
ヲ
シ
テ
国
議
二
参

　
与
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
嫌
忌
シ
、
専
裁
抑
圧
、
以
テ
自
ラ
得
タ
リ
ト
為
ス
ヲ
免

　
レ
ス
。
慨
ス
ヘ
キ
ノ
至
リ
ナ
ラ
ズ
ヤ
。

　
　
夫
レ
陪
審
ハ
国
民
ノ
義
務
ヲ
以
テ
進
テ
裁
判
二
列
シ
、
其
正
義
公
直
ノ
心

　
ヲ
以
テ
、
罪
ノ
有
無
ヲ
判
断
ス
ル
者
ニ
シ
テ
、
即
是
官
吏
外
臥
時
ノ
判
官
ナ

　
リ
．
故
二
陪
審
ハ
刑
事
ノ
裁
判
二
向
テ
、
人
民
参
与
ノ
権
ヲ
行
フ
者
ト
謂
フ

　
可
シ
。
　
・
今
也
日
本
二
在
テ
ハ
刑
法
ノ
草
案
已
二
成
レ
リ
ト
。
則
治
罪
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
（
八
四
一
）



　
　
　
警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

　
ノ
選
定
モ
亦
遠
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
可
シ
。
予
固
ヨ
リ
其
陪
審
ノ
設
ケ
ア
ラ
ン
ヲ

　
信
ス
．
意
フ
ニ
治
外
法
権
ヲ
恢
復
ス
ル
ハ
、
独
リ
刑
法
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
治
罪

　
法
ニ
ア
リ
．
而
シ
テ
治
罪
法
中
ノ
要
点
ハ
、
即
陪
審
ノ
設
立
如
何
ニ
ア
リ
。

　
陪
審
ア
ラ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
何
ヲ
以
テ
治
外
法
権
ヲ
恢
復
ス
ル
ヲ
得
ン
。

（
駒
醸
涯
塚
）

　
グ
ロ
…
ス
の
推
測
し
た
ご
と
く
、
当
時
編
纂
中
の
わ
が
治
罪
法
の
最
初
の
頃

の
草
案
す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
起
草
案
と
、
そ
れ
を
多
少
修
正
し
た
治
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

法
草
案
に
は
、
陪
審
制
の
規
定
が
あ
り
（
聯
鄭
航
瞭
勅
冥
起
草
者
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

は
、
　
「
治
罪
法
草
案
註
釈
」
に
お
い
て
「
此
制
度
タ
ル
欧
米
諸
国
ノ
法
典
二
載

ス
所
ニ
シ
テ
、
或
ル
論
者
ハ
、
日
本
二
於
テ
ハ
恐
ラ
ク
ハ
尚
早
カ
ラ
ン
ト
思
考

セ
シ
モ
、
是
レ
日
本
ノ
法
制
ヲ
他
国
ノ
法
制
ト
同
等
ノ
地
位
二
置
ク
ニ
於
テ
ハ

　
　
　
　
　
（
3
4
）

必
要
ナ
ル
カ
如
シ
」
と
述
べ
、
そ
の
実
現
を
期
待
し
て
い
た
が
、
審
査
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

で
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
グ
ロ
ー
ス
の
講
義
に
お
け
る

主
張
は
、
陪
審
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
人
々
に
対
し
て
も
、
啓
蒙
的
役
割
を

果
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
ま
た
、
明
治
十
一
年
三
月
二
十
二
日
、
第
二
九
回
治
罪
法
講
義
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

い
て
、
拷
問
制
度
に
関
す
る
見
解
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
．

　
　
治
罪
法
原
則
二
於
テ
、
被
告
人
裁
判
宣
告
ヲ
受
ケ
サ
ル
前
ハ
、
目
シ
テ
罪

　
人
ト
為
ス
ヲ
得
サ
ル
者
、
是
レ
一
被
告
人
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
、
・
二
一
ア
ラ
ス
シ

　
テ
、
即
チ
一
般
人
民
ノ
権
利
ヲ
保
持
ス
ル
所
以
ナ
リ
。

　
　
東
洋
諸
国
ノ
如
キ
ハ
、
罪
ノ
軽
重
ヲ
問
ハ
ス
、
一
被
告
人
ヲ
得
レ
ハ
、
之

　
ヲ
拘
留
繋
縛
ス
ル
コ
ト
、
恰
モ
禽
獣
ノ
屠
場
二
登
ル
者
ト
一
般
ナ
リ
。
而
テ

　
其
訊
問
ヲ
為
ス
ヤ
、
殴
打
拷
責
加
フ
ル
ニ
罵
言
凌
辱
或
ハ
威
迫
シ
テ
招
承
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
（
八
四
二
）

　
為
サ
シ
ム
．
若
シ
其
事
無
実
二
帰
シ
テ
、
官
吏
誤
認
ノ
過
タ
ラ
ン
ト
ス
レ

　
ハ
、
更
二
其
旧
悪
又
ハ
隠
私
ヲ
穿
墾
許
発
シ
、
百
方
罪
科
二
陥
レ
ン
コ
ト
ヲ

　
計
ル
ニ
至
ル
。
其
囚
人
ノ
囹
圏
二
在
ル
者
ヲ
見
ル
ニ
、
大
概
子
痩
痩
骨
立
、

　
殆
ン
ト
人
色
ナ
シ
。
是
豊
人
類
ヲ
処
ス
ル
ノ
法
ナ
ラ
ン
ヤ
。

　
　
我
仏
国
二
在
テ
ハ
故
ナ
ク
繋
縛
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
付
ス
ル
ニ

　
代
弁
ノ
権
ヲ
以
テ
シ
、
与
フ
ル
ニ
控
訴
上
告
ノ
利
ヲ
以
テ
シ
、
唯
其
或
ハ
冤

　
柱
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
．
絶
テ
罵
署
凌
辱
ノ
事
ア
ラ
ン
ヤ
、
況
ン
ヤ
拷
責
威

　
迫
二
於
テ
ヲ
ヤ
。
（
中
略
）

　
　
今
ヤ
日
本
孜
々
ト
シ
テ
刑
法
改
正
二
着
手
セ
ル
ヲ
以
テ
、
其
完
全
無
藺
ノ

　
法
章
ヲ
制
定
シ
、
東
洋
一
般
ノ
随
習
ヲ
蝉
脱
ス
ル
ハ
、
蓋
シ
遠
キ
ニ
ァ
ラ
サ

　
ル
ヘ
シ
．
是
レ
予
輩
ノ
素
ヨ
リ
保
証
ス
ル
所
ト
錐
モ
亦
能
ク
治
罪
法
ヲ
編
制

　
シ
、
大
小
官
吏
ノ
暴
横
ヲ
制
シ
、
被
告
人
ヲ
無
罪
視
ス
ル
ノ
原
則
ヲ
確
定
ス

　
ル
ニ
非
ス
ン
ハ
、
猶
ホ
未
タ
人
民
ノ
幸
福
ト
云
フ
ヲ
得
ス
．

　
拷
問
制
度
を
中
心
に
、
彼
我
刑
事
裁
判
の
相
違
を
論
じ
、
わ
が
国
治
罪
法
の

あ
る
べ
き
姿
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
徳
川
時
代
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
行
わ
れ
て
い
た
拷
間
は
、
明
治
七
年
頃
か
ら
よ

う
や
く
廃
止
論
が
あ
ら
わ
れ
、
と
く
に
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
書
（
八
年
四
月
と

五
月
）
に
動
か
さ
れ
た
政
府
は
、
九
年
六
月
、
改
定
律
例
の
「
口
供
結
案
」
を

「
断
罪
依
証
」
に
改
正
し
、
ま
た
．
同
年
八
月
の
司
法
省
達
で
「
断
罪
証
拠
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

の
件
を
制
定
す
る
な
ど
、
漸
進
的
廃
止
の
措
置
を
講
じ
た
。
し
か
し
、
実
際
司

法
界
か
ら
拷
問
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
九
年
十
二
月
、

神
戸
裁
判
所
長
松
岡
康
毅
の
書
い
た
文
書
の
一
節
に
「
警
察
官
間
々
拷
打
を
用

ゆ
る
者
あ
る
か
故
に
、
公
判
の
日
に
当
り
、
其
主
証
と
す
る
所
の
口
供
、
本
人



は
翻
異
認
め
ず
、
曰
く
前
日
訊
杖
の
刻
、
縄
責
の
苦
、
身
体
勝
ふ
る
能
は
す
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

て
謎
言
す
る
の
み
と
」
　
「
恐
ら
く
は
全
国
必
す
同
一
な
ら
ん
」
と
あ
る
は
、
そ

の
実
状
を
物
語
つ
て
い
る
。
ま
た
、
西
南
戦
争
の
被
告
取
調
に
も
、
拷
問
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の
跡
を
絶
つ
て
い
な
い
。
グ
ロ
ー
ス
が
、
拷
間
廃
止
を
説
い
た
の
は
、
そ
の
直

後
の
こ
と
で
あ
る
．
当
時
の
警
視
庁
内
で
は
、
拷
問
制
度
を
め
ぐ
り
「
是
非
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
40
）

失
の
如
何
が
研
究
さ
れ
、
随
分
喧
し
い
議
論
の
花
が
咲
い
て
い
た
」
と
、
佐
和

前
掲
談
話
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
ス
講
義
の
影
響
か
も
知
れ
な

い
。
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
．
拷
問
制
度
廃
止
の
提
唱
は
、
警
察
官
の
中
に

も
、
相
当
の
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
が
、
十
分
に
推
察
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
因

み
に
、
拷
間
制
度
が
法
律
上
、
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
明
治
十
二
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

八
日
、
太
政
官
布
告
第
四
二
号
発
布
以
後
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
グ
ロ
ー
ス
講
義
の
中
に
は
、
し
ぽ
し
ば
憲
法
制
定
の
必
要
が

説
か
れ
て
い
る
．
例
え
ば
前
述
の
陪
審
制
度
と
関
連
し
て
、

　
　
陪
審
ノ
設
ケ
ア
ル
ニ
至
ル
モ
、
猶
或
ハ
其
治
外
法
権
ヲ
恢
復
シ
得
サ
ラ
ン

　
コ
ト
ヲ
恐
ル
　
　
・
仮
令
法
律
ハ
宇
内
上
流
ノ
地
位
ヲ
占
ム
ル
ニ
至
ル
モ
、
以

　
テ
治
外
法
権
ヲ
恢
復
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
可
シ
．
蓋
シ
政
体
ハ
人
民
ノ
精
神
ニ
シ

　
テ
、
憲
法
ハ
則
諸
法
ノ
根
基
也
．
故
二
憲
法
立
テ
始
メ
テ
国
二
法
ア
リ
ト
謂

　
ツ
可
ク
、
政
体
定
ツ
テ
始
メ
テ
国
ノ
精
神
備
具
ス
ト
謂
フ
可
キ
也
。

　
　
諸
君
、
且
ツ
宇
内
文
明
ト
称
ス
ル
者
ヲ
回
顧
セ
ヨ
、
政
体
未
タ
定
マ
ラ
サ

　
ル
者
ア
ル
カ
、
憲
法
未
タ
立
サ
ル
者
ア
ル
カ
、
欧
州
各
国
々
勢
ノ
旺
盛
ナ
ル

　
所
以
ハ
果
シ
テ
安
ク
ニ
カ
在
ル
、
請
之
ヲ
熟
思
ス
ル
ア
ラ
ン
ノ
ミ
。

　
　
（
4
2
）

　
と
述
べ
、
さ
ら
に
前
述
の
拷
間
廃
止
、
治
罪
法
確
立
の
た
め
に
は
、

　
　
法
ヲ
制
定
ス
ル
ハ
唯
政
府
官
吏
ニ
ノ
ミ
其
権
ヲ
帰
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
何
ト
ナ

　
　
　
　
警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
・
ー
ス

　
レ
バ
、
政
府
ノ
定
ム
ル
コ
ト
ハ
政
府
又
自
カ
ラ
改
ム
ル
ヲ
得
、
今
一
旦
勢
二

　
乗
シ
テ
其
法
ヲ
制
定
ス
ル
モ
、
政
府
不
便
ヲ
生
ス
レ
ハ
、
又
忽
チ
之
ヲ
改
刷

　
ス
。
故
二
法
律
ヲ
制
定
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
国
会
ヲ
設
立
シ
、
憲
法
ヲ
明
示

　
シ
、
此
二
始
メ
テ
其
効
ヲ
見
ル
ヘ
キ
ノ
ミ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

　
と
説
い
て
い
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
．
こ
う
し
た
主
張
も
、
聴
講
者
並
に
読

者
に
、
つ
よ
い
感
銘
を
あ
た
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
．
グ
・
ー
ス
の
講
義
は
、
法
律
の
技
術
的
な
註
釈
を
教
え
る
だ
け

で
は
な
く
、
あ
た
ら
し
い
日
本
が
立
憲
国
家
た
る
べ
き
理
想
を
説
い
た
格
調
た

か
い
も
の
で
あ
つ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

O

　
明
治
十
四
年
十
一
月
、
刑
法
講
義
終
了
の
際
．
時
の
警
視
総
監
は
前
述
の
樺

山
資
紀
で
あ
つ
た
が
、
彼
は
盛
宴
を
開
い
て
そ
の
終
業
を
祝
し
、
グ
・
ー
ス
の

功
労
を
讃
え
る
と
共
に
、
治
罪
法
講
義
以
来
五
年
間
、
筆
記
の
任
に
当
つ
た
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）

村
与
八
の
労
苦
を
ね
ぎ
ら
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
月
九
日
、
グ
ロ
ー
ス
は

　
　
　
　
　
（
4
5
）

満
期
解
職
と
な
り
、
約
五
年
半
に
わ
た
つ
た
警
視
庁
顧
問
生
活
に
わ
か
れ
を
告

げ
た
．
そ
の
後
、
旬
日
を
出
で
ず
し
て
彼
は
急
逝
し
た
の
で
あ
る
．

　
明
治
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日
・
東
京
目
々
新
聞
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て

い
る
。

　
　
警
視
庁
の
御
雇
な
る
仏
国
人
カ
ン
ベ
ー
・
グ
ロ
ー
ス
氏
は
多
年
同
庁
に
て

　
警
察
上
に
尽
力
せ
し
功
を
以
て
勲
四
等
に
も
叙
せ
ら
れ
し
が
去
る
十
八
日
突

　
然
赤
痢
症
に
罹
り
同
日
午
後
八
時
六
十
三
年
を
以
て
大
学
医
学
部
の
病
室
に

　
て
死
去
せ
ら
れ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
　
　
　
（
八
四
三
）



　
　
　
　
警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

　
同
日
・
郵
便
報
知
新
聞
に
は
、
葬
儀
そ
の
他
に
つ
い
て
さ
ら
に
く
わ
し
く
、

次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
警
視
庁
の
御
雇
な
り
し
仏
国
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス
氏
（
六
三
年
）
は
月

　
給
四
百
円
宿
料
五
十
円
づ
つ
を
賜
は
り
し
が
既
に
満
期
解
雇
と
な
り
帰
国
さ

　
る
べ
き
の
処
病
気
に
て
療
養
中
で
あ
り
し
が
、
遂
に
去
る
十
八
日
死
去
せ
ら

　
れ
昨
日
午
後
三
時
三
年
町
の
寓
舎
出
棺
に
て
青
山
墓
地
へ
送
葬
さ
れ
た
り
樺

　
山
警
視
総
監
を
始
め
警
視
警
察
吏
各
屯
所
長
及
び
巡
査
三
百
名
に
儀
侯
兵
一

　
小
隊
が
見
送
ら
れ
賑
や
か
な
る
事
に
て
あ
り
し
。

　
青
山
墓
地
内
警
視
庁
墓
地
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
同

月
二
十
四
日
・
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
は
「
同
氏
が
墳
螢
は
故
川
路
大
警
視
の
側

な
り
と
之
れ
は
大
警
視
が
在
世
中
殊
に
氏
を
信
任
せ
し
に
依
る
と
い
ふ
」
と
述

べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
前
掲
警
視
庁
史
稿
は
、
同
年
十
二
月
十
二
日
の
条
に
、
左
の
記
事
を

　
　
　
（
4
6
）

掲
げ
て
い
る
。

　
　
本
庁
雇
用
ノ
仏
国
人
「
ガ
ン
ベ
グ
ロ
ー
ス
」
二
祭
杷
料
ヲ
下
賜
ス
。
　
「
ガ

　
ン
ベ
グ
ロ
ー
ス
」
ハ
九
年
五
月
雇
用
シ
本
年
十
一
月
二
至
テ
満
期
其
約
ヲ
解

　
ク
。
而
シ
テ
五
ケ
年
ノ
間
、
勉
励
一
日
ノ
如
ク
、
凡
ソ
警
察
二
関
ス
ル
百
端

　
ノ
顧
問
、
其
他
仏
国
法
典
ノ
講
義
、
外
国
二
対
ス
ル
疑
難
ノ
件
等
、
都
テ
規

　
画
二
功
労
ア
ル
ヲ
以
テ
、
往
キ
ニ
勲
章
ヲ
賜
ハ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
申
請
シ
テ
、
勲

　
四
等
二
叙
セ
ラ
レ
、
尋
テ
又
慰
労
金
五
百
円
ヲ
給
与
セ
ン
コ
ト
ヲ
内
務
省
二

　
稟
候
セ
リ
。
而
シ
テ
偶
病
没
ス
ル
カ
故
二
更
二
祭
杞
料
ト
為
シ
テ
之
ヲ
賜
フ

　
ト
云
フ
。

　
明
治
十
五
年
九
月
、
墓
地
に
、
　
「
仏
国
法
律
博
士
監
北
特
格
羅
士
」
の
墓
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
（
八
四
四
）

が
建
立
さ
れ
た
．
日
本
に
お
け
る
功
績
を
た
た
え
た
碑
文
は
、
当
時
の
一
等
警

視
佐
和
正
の
撰
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
杉
山
幹
「
警
察
物
語
」
　
（
昭
和
十
七
年
）
・
二
一
七
頁
以
下
。

（
2
）
　
中
村
徳
五
郎
「
川
路
大
警
視
」
　
（
昭
和
七
年
）
・
七
八
頁
以
下
、
一
二
二

　
頁
以
下
、
三
〇
九
頁
以
下
等
参
照
。

（
3
）
　
「
警
視
庁
史
稿
」
上
巻
（
庁
府
県
警
察
沿
革
史
・
其
の
一
）
・
昭
和
二
年
・

　
一
〇
四
頁
、
二
二
八
頁
。

（
4
）
　
前
掲
書
・
一
二
四
頁
、
一
七
〇
頁
。
　
「
裁
判
医
学
予
科
教
授
」
の
意
味
は

　
明
ら
か
で
な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
の
教
師
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
5
）
　
重
久
篤
太
郎
、
天
野
敬
太
郎
「
明
治
文
化
関
係
欧
米
人
名
録
」
・
固
研
究

　
第
一
〇
巻
四
号
（
昭
和
十
二
年
）
五
四
七
頁
以
下
。

（
6
）
　
「
明
治
文
化
に
寄
与
せ
る
欧
米
人
の
略
歴
」
・
「
明
治
文
化
発
祥
記
念
誌
」

　
（
大
正
十
三
年
）
附
録
一
頁
以
下
、
「
明
治
文
化
に
寄
与
せ
る
欧
米
人
の
略
歴

　
追
記
並
正
誤
」
・
「
明
治
文
化
の
記
念
と
其
批
判
」
（
大
正
十
四
年
）
・
八
九
頁
以

　
下
。

（
7
）
　
天
野
敬
太
郎
「
幕
末
明
治
時
代
来
朝
欧
米
人
に
関
す
る
文
献
一
覧
」
・
観

　
光
第
二
巻
二
号
（
昭
和
十
七
年
Y
三
九
頁
以
下
。

（
8
）
　
例
え
ば
小
早
川
欣
吾
「
明
治
法
制
史
論
」
下
巻
・
七
一
四
頁
－
七
一
五

　
頁
．
手
塚
竜
麿
「
東
京
の
大
学
」
（
都
史
紀
要
十
・
昭
和
三
十
八
年
）
・
一
七
一

　
頁
。

（
9
）
　
山
本
一
雄
「
日
本
警
察
史
」
・
二
一
八
頁
以
下
は
警
視
庁
の
沿
革
を
取
扱

　
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
グ
ロ
ー
ス
の
記
事
は
な
い
。

（
1
0
）
　
「
警
視
庁
史
・
明
治
編
」
（
昭
和
三
十
三
年
）
・
一
一
四
頁
－
二
六
頁
。

（
1
1
）
　
後
掲
の
青
山
墓
地
碑
文
に
拠
る
。



（
12
）
　
前
掲
警
視
庁
史
稿
・
九
五
頁
．

（
13
）
　
前
掲
書
・
二
一
二
頁
。

（
14
）
　
大
警
視
は
勅
任
三
等
て
月
俸
三
百
五
十
円
で
あ
る
（
明
治
九
年
七
月
「
官

　
員
録
」
表
一
の
表
）
。

（
15
）
　
中
村
・
前
掲
川
路
大
警
視
・
三
三
六
頁
。

（
16
）
　
小
早
川
・
前
掲
書
・
七
一
四
頁
。

（
1
7
）
　
中
村
・
前
掲
川
路
大
警
視
・
一
七
一
頁
。

（
18
）
　
前
掲
警
視
庁
史
稿
に
よ
る
と
、
十
年
五
月
十
日
、
十
二
年
四
月
十
八
日
、

　
十
三
年
五
月
十
六
日
に
そ
れ
ぞ
れ
一
力
年
延
長
の
記
事
が
あ
る
（
一
八
二
頁
、

　
二
三
五
頁
、
工
五
九
頁
）
．
十
一
年
五
月
と
十
四
年
五
月
に
お
け
る
延
長
の
記

　
事
は
、
も
れ
た
の
で
あ
ろ
う
．
と
く
に
後
者
に
お
け
る
更
新
期
問
は
、
後
述
の

　
同
年
十
一
月
九
日
契
約
満
期
か
ら
逆
算
し
て
．
半
力
年
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ

　
る
．
刑
法
講
義
の
終
了
を
み
こ
し
て
、
と
く
に
半
年
だ
け
延
は
し
た
の
か
も
知

　
れ
な
い
。

（
19
）
　
前
掲
警
視
庁
史
稿
・
一
四
三
頁
。

（
2
0
）
　
名
村
泰
蔵
訳
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
「
仏
国
治
罪
法
講
義
」
（
明
治
十
二
年
・

　
司
法
省
蔵
版
）
は
、
そ
の
講
義
を
印
行
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　　　　

28　27　26　25　24　23　22　21
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）法

制
編
」 明

治
九
年
七
月
「
官
員
録
」
・
九
五
枚
表
、
九
六
枚
裏
．

前
掲
警
視
庁
史
稿
・
序
文
参
照
、

前
掲
書
・
一
八
一
頁
。

前
掲
書
・
一
四
三
頁
ー
一
四
四
頁
．

「
福
沢
諭
吉
伝
」
第
一
巻
・
六
〇
八
頁
－
六
二
頁
．

前
掲
警
視
庁
史
稿
・
一
四
四
頁
。

前
掲
書
・
二
二
二
頁
。

小
早
川
・
前
掲
法
制
史
論
・
一
〇
七
二
頁
、
石
井
良
助

　
　
（
昭
和
二
十
九
年
）
・
四
三
六
頁
．

警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

「
明
治
文
化
史
・

（
2
9
）
前
掲
警
視
庁
史
稿
は
、
終
講
日
を
「
十
二
月
七
日
」
と
し
て
い
る
（
二
二

　
二
頁
）
．
中
村
・
前
掲
大
警
視
も
、
そ
の
日
附
を
踏
襲
し
て
い
る
（
三
〇
四
頁
）
。

　
し
か
し
、
後
述
の
ご
と
く
、
満
期
解
約
日
が
十
一
月
九
日
で
あ
つ
た
か
ら
、

　
「
十
二
月
七
日
」
は
「
十
一
月
七
日
」
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
。

（
3
0
）
　
全
三
冊
本
の
発
行
日
は
、
日
附
を
欠
く
の
で
明
ら
か
で
、
な
い
．
小
早
川
教

　
授
が
「
九
年
十
二
月
．
警
視
庁
よ
り
刊
行
さ
る
」
（
前
掲
法
制
史
論
・
七
一
五

　
頁
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
三
冊
本
以
前
の
第
一
分
冊
本
（
第
一
回
第
二
回
講
義
）

　
の
発
行
日
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
堀
田
正
忠
「
治
罪
法
釈
義
」
（
明
治
十
五
年
・
警
視
局
蔵
版
）
附
載
の
広

　
告
に
よ
る
と
「
明
治
十
二
年
五
月
第
↓
号
、
以
下
分
冊
」
と
あ
る
が
．
全
三
冊

　
本
の
刊
行
日
は
、
筆
者
未
見
の
た
め
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
文
化
全
集

　
「
法
律
編
」
附
録
の
「
法
律
学
年
表
」
に
は
、
明
治
十
二
年
の
項
に
同
書
を
載

　
せ
て
「
明
治
十
四
年
八
月
第
五
十
六
号
を
以
て
完
了
す
」
（
六
〇
六
頁
）
と
あ

　
る
か
、
し
か
し
、
当
時
ま
だ
講
義
は
継
続
中
で
あ
り
、
後
ち
に
全
三
冊
本
か
刊

　
行
ざ
れ
た
二
と
か
ら
考
え
る
と
、
　
「
完
了
」
と
あ
る
は
、
誤
り
で
あ
ろ
う
．

（
3
2
）
　
ク
ロ
！
ス
「
仏
蘭
西
治
罪
法
講
義
」
第
一
一
五
回
第
一
一
六
回
合
冊
・
二

　
三
頁
ー
二
六
頁
。

（
3
3
）
　
「
治
罪
法
草
案
比
照
」
・
五
四
頁
ー
五
六
頁
．

（
34
）
　
尾
佐
竹
猛
「
明
治
文
化
史
と
し
て
の
日
本
陪
審
史
」
（
大
正
十
五
年
）
・
蝉

　
五
九
頁
よ
り
引
用
。

（
3
5
）
　
小
早
川
・
前
掲
法
制
史
論
・
一
〇
九
二
頁
ー
一
〇
九
三
頁
、
尾
佐
竹
・
前

　
掲
陪
審
史
・
心
四
六
頁
以
下
。

（
36
）
　
グ
β
ー
ス
・
前
掲
治
罪
法
講
義
・
第
一
一
七
回
第
一
一
八
回
第
一
一
九
回

　
合
冊
・
四
一
頁
ー
四
四
頁
．

（
3
7
）
　
明
治
時
代
の
拷
間
に
つ
い
て
は
．
拙
稿
「
明
治
初
年
の
拷
問
制
度
t
そ

　
の
廃
止
過
程
の
一
研
究
！
」
・
「
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
」
・
一
〇
九
頁
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
（
八
四
五
）



警
視
庁
御
雇
外
人
ガ
ン
ベ
・
グ
ロ
ー
ス

下
参
照
。

パ　　　　　パ　　　　　　　　　　　　
44　43　42　41　40　39　38
）　　）　　）　　）　　）　　）　　）

　
あ
つ
た

　
は
、

　
警
視
庁
に
在
職
し
て
い
な
か
つ
た
た
め
か

　
三
九
枚
表
に
は
、

　
四
年
八
月

　
月
、

　
か
の
理
由
で
樺
山
総
監
の
賞
詞
を
う
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
．

（
4
5
）
　
前
掲
書
・
二
五
九
頁
．

（
4
6
）
　
前
掲
書
・
三
四
三
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
十
五
日
・
稿
）

大
山
卯
次
郎
「
松
岡
康
毅
先
生
伝
」
（
昭
和
九
年
Y
三
〇
頁
。

註
3
7
に
同
じ
。

中
村
・
前
掲
大
警
視
・
三
三
七
頁
．

註
3
7
に
同
じ
。

註
32
に
同
じ
。

註
3
6
に
同
じ
．

前
掲
警
視
庁
史
稿
・
二
二
二
頁
ー
二
二
三
頁
．
当
時
、
中
村
は
警
視
属
で

　
（
明
治
十
四
年
八
月
「
官
員
録
」
・
一
九
七
枚
裏
）
．
な
お
、
岡
田
豊

途
中
で
筆
記
役
を
退
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
グ
・
ー
ス
講
義
終
了
の
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
十
三
年
九
月
「
官
員
録
」
・

　
　
　
　
　
警
視
局
の
一
等
警
視
属
と
し
て
在
職
し
て
い
る
が
、
明
治
十

　
　
「
官
員
録
」
警
視
庁
の
部
に
は
、
そ
の
名
が
み
え
な
い
。
同
年
一

警
視
局
が
警
視
庁
へ
改
組
の
際
、
退
職
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
）
、
ど
ち
ら

一
六

（
八
四
六
）


